
後期高齢者医療保険料額
決定通知書を郵送します

１ 後期高齢者医療資格確認書を
７月中旬に郵送します

２

3. すべての人に健康と福祉を
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後期高齢者医療 後期高齢者医療  対象の皆さんへ
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群馬県後期高齢者医療広域連合

後 期 高 齢 者 医 療 資 格 確 認 書

長期入院該当日

資格取得年月日

特定疾病区分
発効期日

負 担 割 合
発 効 期 日

限 度 区 分
発 効 期 日

被保険者番号
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　75歳以上の人と、65歳以上で一定の障がいがある
人には、８月１日から使える資格確認書を７月中旬に
郵送します。
　現在有効の「限度額適用・標準負担額減額認定証」
か「限度額適用認定証」をお持ちで、令和７年度も引
き続き対象になる人には、限度区分を資格確認書に併
記していますのでご確認ください。
問い合わせ＝医療保険課医療助成係（☎44‐　
8267）

薄緑色の封筒で送ります薄緑色の封筒で送ります

茶色の資格確認書です茶色の資格確認書です

料金後納

後期高齢者医療関係書類在中

お心当たりがない場合は、開封せずに「誤配」と記載しポストへご投函ください。

開封前に宛名をご確認ください。

親  展

●普通徴収の人
　（保険料が年金から差し引かれない人）
　７月中旬に保険料額決定通知書を封筒で郵送します。
納付書を同封しますので、納期限までに納めてくださ
い。

水色の封筒で送ります水色の封筒で送ります

●特別徴収の人
　（保険料が年金から差し引かれる人）
　７月下旬に特別徴収額の決定通知書をはがきで郵送
します。

所得割率 10.07％
均等割額 49,100 円

限度額（最高額） 800,000 円

●保険料率と限度額
　保険料率と限度額は下表のとおりです。

●納付は便利な口座振替を
　口座振替は、納め忘れの心配や、納期ごとに納めに
行く必要がなくなるなど、便利で確実な納付方法です。
　希望する人は、預金通帳、届け出印、納入通知書を
持って、直接金融機関で手続きをしてください。また、
特別徴収から口座振替に変更する場合は、金融機関で
手続きを済ませたうえで、「口座振替依頼書」の本人
控えを持って、医療保険課（市役所１階）または新
里・黒保根支所市民生活課にお越しください。
問い合わせ＝医療保険課保険税係（☎44‐8266）

77 桐生市役所（☎0277‐ 46‐ 1111）桐生市役所（☎0277‐ 46‐ 1111）

　マイナンバー法の改正により、被保険者証は令和６
年12月２日に廃止となり、新規発行が終了しました。
マイナ保険証（健康保険証として利用登録がされたマ
イナンバーカード）をお持ちの人には「資格情報のお
知らせ」（A４サイズ）が、マイナ保険証をお持ちで
ない人と、資格確認書の交付申請をして登録をした人
には「資格確認書」（名刺サイズ）が送られます。
　69歳以下の人の資格情報のお知らせには有効期限
がありませんので、大切に保管してください。
　それぞれの有効期限は下表のとおりです。

国民健康保険「資格情報のお
知らせ」・「資格確認証」を
７月下旬に郵送します

２

１

国民健康保険税納税通知書を
７月中に郵送します

緑色の封筒で送ります緑色の封筒で送ります

3. すべての人に健康と福祉を

医療分 支援分 介護分

所得割
新 ６.８％ ２.６％ ２.２％
旧 ５.８％ ２.２％ １.９％

均等割
新 25,800円 10,300円 10,900円
旧 21,000円 7,600円 9,000円

平等割
新 19,600円 7,600円 5,600円
旧 15,000円 6,600円 4,900円

限度額
新 660,000円 260,000円 変更なし
旧 650,000円 240,000円 170,000円

国民健康保険国民健康保険  に加入している皆さんへ

　また、マイナンバーカードを健康保険証として利用
するには事前登録が必要です。詳しくは、マイナンバ
ー総合フリーダイヤル（☎0120‐95‐0178）へお
問い合わせください。
問い合わせ＝医療保険課国保係（☎44‐8265）

　国民健康保険税（国保税）は、国民健康保険（国
保）の運営を支える貴重な財源です。
　国保税納税通知書は、世帯主が国保に加入していな
い場合でも、納税義務者である世帯主へ送付します。
納付書が同封されていた場合は、納期限までに納付を
お願いします。また、国保税の納付は口座振替のほ
か、コンビニエンスストアとインターネットでも納付
できます。
問い合わせ＝医療保険課保険税係（☎44‐8266）

●国保税の税率と限度額
　将来にわたり加入者の皆さんが安心して利用できる
制度を維持するため、令和７年度から国保税を下表の
とおり改定しました。

黄緑色の封筒で送ります黄緑色の封筒で送ります

対象者 資格情報の
お知らせ 資格確認書

69歳以下の人 有効期限はあり
ません

令和８年７月
31日

令和８年７月31日まで
に70歳を迎える人

誕生日の前日の
属する月の月末

誕生日の前日の
属する月の月末

70歳から74歳の人 令和８年７月
31日

令和８年７月
31日

令和８年７月31日まで
に75歳を迎える人 誕生日の前日 誕生日の前日

学生用の被保険者証また
は資格確認書が発行され
ている人のうち、令和７
年度中に卒業見込みの人

令和８年３月
31日

令和８年３月
31日

外国人被保険者 在留期限満了日
の翌日

令和８年7月31
日または在留期
限満了日の翌日

　会社などに勤め始め、職場の健康保険に加入したと
きなどは、速やかに本人または家族が国民健康保険の
脱退手続きをしてください。

広報きりゅう令和７年７月号広報きりゅう令和７年７月号 66


